
会 議 録 

１ 会 議 名 

  平成１５年度第１回住居表示審議会 

 

２ 議  題 

 (1) 平成１４年度住居表示整備事業の完了について 

 (2) 平成１５年度住居表示整備事業の実施計画について 

 

３ 開催日時 

  平成１５年６月２３日（月） 午後２時００分～３時００分 

 

４ 開催場所 

  北九州市役所 市議会庁舎 ２１会議室 

 

５ 出席した者の氏名 

 （委 員） 岡本博志会長 作本亘副会長 福島 司委員 渡辺譲治委員 宮本清志委員 

       山平蓉子委員 豊島鈴子委員 鶴田伶子委員 南島吉祥委員 高橋もりえ委員 

       森 哲朗委員 

       （欠席委員１名） 

 

 （事務局） 総務市民局市民部長        前田市郎 

       総務市民局市民部区政課長     松本博子 

       門司区役所総務部総務課長     井上勲 

       小倉北区役所総務部総務課長    羽藤啓一 

       小倉南区役所総務部総務課長    山本達臣 

       小倉南区総務部総務課選挙統計係長 山口 博 

       総務市民局市民部区政課指導係長  山口利美 

       総務市民局市民部区政課事務吏員  東田倫広 

 

６ 議事の概要 

  平成１４年度住居表示整備事業の完了及び平成１５年度住居表示整備事業の実施計画を 

  事務局より説明。 

 

 

７ 会議経過 
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時間になりましたので、平成１５年度第 1 回住居表示審議会を開会さ

せていただきます。 

 私、本日の司会を務めさせていただきます、住居表示審議会事務局

長の前田でございます。よろしくお願いいたします。 

 今回、現在１２名おられる委員さんのうち、４名の皆様方に新たに

ご就任されておられます。新任の委員の皆様には、辞令書をお手元に

お配りしておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 議事を始めます前に、新任の委員さんがおられますので、委員の皆

様のご紹介をしたいと思います。 

 お手元にお配りしました資料１（住居表示審議会委員名簿）をご参

考にしていただければと思います。 

 また私の方で、お名前を読み上げさせていただきますので、恐れ入

りますが、その場でご起立をお願いいたします。 

 

（審議会委員の紹介、挨拶） 

 

 ありがとうございました。 

 続きまして、住居表示審議会事務局ならびに、平成１５年度の住居

表示整備事業の実務を担当しております各区役所の総務課の職員を紹

介させていただきます。 

 

（事務局、門司区、小倉北区、ならびに小倉南区総務課職員 挨拶） 

 

 

 それでは、本日の会議の出席者数につきまして、ご報告いたします。

本日の会議の出席者数でございますが、委員１２名中１１名のご出席

でございます。北九州市住居表示審議会規則第 7 条第 1 項の会議の開

催に必要な過半数に達しておりますので、会議は成立しておりますこ

とをご報告いたします。 

 それでは、以後の審議会の議事の進行につきましては、会長よりお

願いしたいと思います。 

では、会長よろしくお願いいたします。 

 

 

それでは、ただいまから議事に入ります。 

お手元に審議会次第として配布されているものに議事を示しており

ます。まず「平成１４年度住居表示整備事業の完了について」で、そ

れから２番目に「平成１５年度住居表示整備事業実施計画について」

の２点でございます。 

 まず、「平成１４年度住居表示整備事業の完了について」を議題とい

たします。これにつきましては事務局から説明をお願いいたします。 
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それでは、平成１４年度住居表示整備事業の完了についてご説明い

たします。まず、このご報告の前に、本年度の住居表示審議会のスケ

ジュールにつきまして、ご説明いたします。 

お手元にございます資料３をお開きください。本日、第１回目の住

居表示審議会といたしまして、今、会長が申しましたように、前年度

事業の完了報告、それから今年度の事業計画を説明してまいります。 

それから第２回目の審議会でございますが、これは８月上旬に開催

する予定でございますが、住居表示を実施すべき市街地の区域、住居

表示の方法につきまして、皆様方に諮問をさせていただきます。 

その後９月の市議会で、実施区域及び実施方法につきまして、議案

を上程させていただき、議決をいただくことになります。 

それから第３回目の住居表示審議会を１０月中旬に予定しておりま

す。この時に新町界、町名案につきまして、諮問を皆様方にさせてい

ただきます。 

その後、新町界、町名案の公示を３０日間いたしまして、１２月市

議会で、新町界、町名の議決をいただきます。 

その後、県知事の告示、市長の告示を行ないまして、関係条例の公

布、これにつきましては、区の区域や区役所設置条例などの住居表示

で変更が生じますので、それらにつきまして、条令公布を行ないまし

て、翌年度の６月１日から実施となります。 

以上が本年度の住居表示審議会のスケジュールでございます。 

 

それではつづきまして、平成１４年度の住居表示整備事業の完了に

つきましてご説明いたします。 

お手元の資料４をお開きください。 

まず住居表示実施状況でございますが、北九州市の実施率につきま

しては、北九州市の全世帯数４３６，９１３世帯のうち、平成１４年

度までに４２１，４５５世帯の住居表示が実施されており、実施率が

９６．４６％となっております。 

次のページの資料５ならびに資料６をお開きください。 

昨年度の実施は、門司区、小倉南区、八幡西区でございます。 

門司区の住居表示につきましては、吉志１丁目と７丁目、それから

吉志新町１丁目と２丁目の住居表示を実施いたしております。 

実施面積につきましては、０．２１K ㎡、世帯数は７５でございます。 

次に小倉南区につきましては、高野４丁目、ここが実施面積が０．

０７K ㎡、世帯数が７世帯でございます。それから貫弥生が丘３丁目、

実施面積が０．１１K ㎡で、世帯数は０でございますが、今後住宅分譲

がございまして、世帯数が増えていくことになります。それから平尾

台１～３丁目、実施面積が１．２８K ㎡、世帯数６０世帯につきまして、

住居表示を実施いたしました。以上が小倉南区でございます。 

最後に八幡西区でございますが、浅川１丁目と２丁目、実施面積は

０．１０K ㎡、世帯数は２２１世帯につきまして実施しております。 

３区で合計実施総面積が、１．７７K ㎡、合計世帯３６３世帯でござ

います。以上が平成１４年度の住居表示整備事業でございます。 
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ただ今、事務局より平成１４年度住居表示整備事業につきましてのご

説明をしていただきましたが、なにかご質問はございませんでしょう

か。 

 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、質問が無いようですので、「平成１４年度住居表示整備事

業の完了について」の議題は終了いたします。 

 ではつづきまして「平成１５年度住居表示整備事業実施計画につい

て」を議題といたします。なお、この議題につきましては、次回の審

議会で諮問を受けて、審議後、答申を行なうという予定でございます。

したがいまして本日は、実施地区の説明のみに留めさせていただきま

す。それでは事務局から説明をお願いします。 

 

 それでは平成１５年度の住居表示整備事業の実施計画についてご説

明いたします。資料７をお開きください。実施いたしますのは門司区・

小倉北区・小倉南区の３区でございます。実施総面積は１．６９ｋ㎡、

世帯数は５１０世帯でございます。それぞれの区の詳細につきまして

は、各区の総務課長からご説明いたします。 

はじめに門司区の総務課長からよろしくお願いします。 

 

門司区でございます。門司区は大字黒川の一部と大字白野江の一部

を実施する予定でございます。 

まず、大字黒川の位置でございますが、新門司から門司港方面へぬ

ける主要道路、門司・行橋線がございます、そこから少し白野江方面

に入った所、門司インターチェンジ付近にございまして、そこの一部

を実施したいと考えております。実施区域につきましては、東部は大

字大積との字境になります。南部は奥畑川という河川を境にしており

ます。西部は、以前は大字黒川で、平成１２年で実施した黒川西１丁

目との町界線の区域、約０．２９K ㎡でございます。 

一般世帯は約２７０世帯、事業所が３事業所ございます。 

次に大字白野江の一部でございますが、こちらは先程申し上げまし

た、大字黒川から、山手の方から門司港へぬける道がございますが、

ちょうど県道の山道がございまして、山越えをしまして清見地区へぬ

けます。その山越えの峠の手前のところに２５世帯の集落が残ってお

ります。そこを実施したいと考えております。 

実施区域につきましては、北部が清見４丁目との町界線を、南部は

大字大積との字境になり、面積は０．０７K ㎡でございます。 

一般世帯は２５世帯でございます。以上でございます。 

よろしくお願いします。 
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続きまして小倉北区の総務課長よりご説明申しあげます。 

 

 小倉北区でございます。小倉北区の住居表示実施予定でございます

が、浅野３丁目の一部で、この場所はＪＲ小倉駅の北口側にあります、

ＡＩＭや西日本総合展示場がございます北側の地域でございます。 

 この用地につきましては、港湾局が公有水面埋立等により新たに生

じた土地で、現在住居表示が実施されていない地域でございます。 

 埋立地の広さは、０．０４Ｋ㎡で、ふ頭用地をはじめ、港湾関連用

地でございます。現在住居はございませんが、関西汽船の松山行きの

フェリーターミナルが今年の５月２０日から運用を開始しておりま

す。また来年６月１日現在住居の予定はございませんが、関西汽船の

フェリーターミナルの他に、小倉北消防署の浅野水上分署の建設が予

定され、現在工事が行なわれております。このため事業所が２事業所

を予定しております。また港湾関連の分譲用地ということで、今後港

湾関連の整備が予定されている地域でございます。以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

 続きまして小倉南区の総務課長よりご説明申し上げます。 

 

 小倉南区でございます。 

 小倉南区の住居表示実施予定地域は１ヵ所でございます。 

 小倉南区の東部に位置します大字曽根、および大字曽根新田の各一

部でございます。 

 北九州空港から南へ１．８ｋｍにあります旧国道１０号線、現在の

県道門司・行橋線でございますが、その東側の周防灘に面した干拓地

でございます。ここは干拓地内を流れる貫川沿いに住宅地が形成され

ておりまして、その周囲を農地で囲んだという地域でございます。ま

た農地の中にも宅地が点在する地域でもあります。 

 面積は１．２９Ｋ㎡、対象世帯は２１５世帯、うち事業所は２５事

業所でございます。以上でございます。 

 

 それでは、ただいまの平成１５年度住居表示整備事業実施計画につ

きまして、門司区、小倉北区、小倉南区の順で説明をしていただきま

したが、それぞれ、あるいは全体につきまして、ご質問はございませ

んでしょうか。 

 

 住居表示整備を進めていくうえで、例えば何世帯以上になれば整備

を行うとか、条件がどの程度整えば整備を行なうなどの基準があるの

なら、教えていただきたいのですが。 

 

 事務局よりご説明させていただきます。 

 住居表示の対象区域でございますけれども、参考基準といいますの

は、１Ｋ㎡あたり４，０００人程度の人口密度のある地域を市街地と 
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考えまして、その地域に住居表示を実施していくという一応の目安は

ございます。しかしながら昨年度より小倉南区の平尾台、ここは市街

化調整区域でございましたけれども、ここにつきましては、住民の皆

様方のご要望に応えるという形で、住居表示を実施いたしました。 

 このように北九州市におきましては、市民の皆様方のご要望を強く

受け止めまして、市街化調整区域でございましても、人口が基準以下

の規模でございましても、ある程度まとまった地域であれば、住居表

示を実施していくとの方針の下に皆様方の要望に応えていきたいと考

えております。以上でございます。 

 

 市街化調整区域についても、住居表示を実施していきますし、過去

の例では、宅地造成など新規開発が予定されている地域につきまして

も、実施する地域がありました。住民の皆様の要望などにも対応する

ということです。 

 

 先程、区政課長が申し上げたとおりでございます。やはり何よりも

市民の方の利便性が一番でございまして、できるだけご要望に応えた

いと思います。原則的には市街化区域ということで、とこれまでは考

えておりましたけれども、地域の市民の皆様方のご要望が一致してあ

るのであれば、しかもその地域が近いうちに宅地開発等で、形状がか

なり変わってしまうということでなくて、落ち着いている。また開発

計画がある程度見えているのでございましたら、積極的に住居表示を

実施していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 他にご質問などございませんか。 

 

 私の方からのお願いになるのですが、今回実施予定の小倉南区の曽

根新田は、私の生まれたところで、先程の説明のとおり、周りは調整

区域であっても、戸数はかなりありまして、私が常に思っておりまし

たのは、市街化区域に即住居表示ではなくて、やはり市街化調整区域

も加味した中で住居表示を考えていかなければと思います。 

 最近一番苦労しているのは、郵便職員を含めた配達する人なんです。 

 住居表示が実施されていない所で配達場所を探り当てるためには、

商店を目標にして、そこからの情報を元に、探していく形になるので

すが、「右に曲がって、左に曲がって、あの橋を渡ってまた左に曲がっ

て・・・」との説明になりまして、先程の住宅分譲の話もありますが、 

市街化区域での住居表示だけではなくて、市街化調整区域については

なかなか難しい問題があることはわかっているのですが、やはり市街

化調整区域も含めて住居表示を実施していかないと、いつまでたって

も実施率１００％にはならないと思います。 

 今回の住居表示実施が良いケースになると思いますので、良い町名

も含めましてよろしくお願いします。 
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 その他にご質問はございませんか。 

 それでは、平成１５年度住居表示整備事業の予定地域につきまして

の議題を終了いたします。では他にご質問が無いようでしたら、本日

の議題については終了いたします。 

 その他、この際ですので、議題に直接関わりの無いことも含めまし

て、何かご発言はございませんか。 

 事務局の方から何か発言はございませんか。 

 

 本日は平成１４年度の住居表示整備事業の完了報告、それから平成

１５年度の実施計画につきまして報告させていただきました。今後は

準備作業を進めさせていただきます。また次回の審議会には具体的な

対象地域や新町名の名称などにつきましても、お諮りすることになる

と思います。委員の皆様方でも、その他の地域で何か情報等ございま

したら、遠慮なくご意見を賜りたく思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

 では、以上をもちまして、本日の審議はすべて終了いたします。ご

協力ありがとうございました。 
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